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【趣旨】 

前文では、本町の特性を踏まえた条例全体に対する制定の理由や目的、考え方の総論を述べ、本条
例のもとに町と町民と事業所など、すべての住民が協力して、遠い将来にまで住みよい環境を守り育
てることを述べています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 
第 1 条は、条例の目的を明らかにしたもので、条例が規定している事項をまとめて記述し、本条例

の目的として、現在と将来の町民が、健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保する
ことを掲げています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

（前文） 
 私たちの郷土蔵王は、雄大な蔵王の四季折々に見せる豊かな自然の恵みの中で、先人のたゆまぬ努
力により、快適で潤いのある生活環境が育まれ、県内でも有数の観光地として発展を続けてきた。 
 しかしながら、これまで私たちが求めてきた便利で快適な暮らしは、資源やエネルギーの大量消費
をもたらし、環境への負荷を増大させ、身近な自然環境が損なわれているだけでなく、すべての生態
系の生存基盤である地球環境にまで、温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊といった大きな影響を及ぼし
ている。 
 健全で恵み豊かな環境を保全することは、私たちが健康で文化的な生活を営む上で最も重要な課題
であり、その環境を享受する権利を有することから、人と自然との共生と資源の循環を基本として、
環境の保全及び快適な環境の創造に努め、より良好な環境を将来の世代に継承していく責務を有して
いる。 
 私たちは、自然の恵みなしに生存できないことを自覚するとともに、自らの生活様式や社会経済活
動の在り方を見つめ直し、環境への負荷の少ない循環型社会を構築していかなければならない。 
 このような認識の下に、町、町民、事業者及び滞在者がそれぞれの立場又は連携において環境の保
全に取り組むことにより、環境への負荷の低減を図り、快適な環境の創造に努めるとともに、自然豊
かな町の実現を図るため、この条例を制定する。 

（目的） 
第１条 この条例は、豊かな資源に恵まれた本町の良好な環境を現在及び将来にわたって保全し、更
にゆとりと潤いのある快適な環境を創造することについて、基本理念を定め、町、町民、事業者及
び滞在者の責務を明らかにするとともに、地域の特性を生かした、環境の保全及び創造に関する施
策の基本となる事項を定めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在
及び将来にわたって町民、事業者及び滞在者が健康で文化的な生活を営むことのできる良好で快適
な環境の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 
（１）環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそ

れのあるものをいう。 
（２）環境の保全及び創造 人の健康又は生活環境に係る被害の防止や自然の保護に止まらず、空気や水、緑、

そこに生きる動植物などの自然の力を活用することにより、環境にやさしく潤いや癒しを感じられる快適
な生活空間を創り出すことをいう。 

（３）地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物
の種の減少、その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であっ
て、人類の福祉に貢献するとともに、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

（４）公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動、その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気
の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、
振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又
は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環
境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 

 



 

【趣旨】 
第 2 条は、条例で使われている用語のうち、重要な内容で共通する要素となる用語の意味を説明し

ています。（１）、（２）、（４）で定義した用語と内容は、環境基本法第 2条に定める用語の意味を引用
しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【趣旨】 

第 3条は、環境基本法の理念に習い、「基本的な考え方」を具体的に示したもので、内容は、環境の
保全と創造を推進していくうえで、良好な環境と持続可能な地域の発展を次世代に引き継いでいける
よう、規定したものです。 
第 1 項は、環境への基本的な認識を示し、第 2 項は、町・町民・事業者などの、個々の責任に応じ

た環境への取り組みへの姿勢を示しています。第 3 項は、地球環境保全への取り組みについての考え
方を示しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

第 4 条は、町の責務（責任と義務）は職務と任務という意味で用いており、町が環境の保全と創造
のうえで果たすべき役割について規定したものです。 
第 2項では、町のすべての事務事業において、積極的に環境配慮をすることを義務付けており、第 3

項では町民や事業者などが自主的に活動するための支援・協力を行うことを定めています。 
 

 

 

 

 

 

 
 
【趣旨】 

第 5 条は、環境問題の解決のためには町民一人ひとりの取組みが極めて重要であり、その日常生活
様式を環境への負荷が少ないものに変えていくことが不可欠であることから規定したものです。 
第 2 項では、町民個人としての取り組みだけではなく、町が実施する施策にも協力すべきであるこ

とを示しています。 
 

 

 

 

 

 

（町の責務） 
第４条 町は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全及び創造
に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。 

２ 町は、自らの事務事業の執行に伴う環境への負荷の低減に率先して努めなければならない。 
３ 町は、町民、事業者及び滞在者の自主的な環境の保全及び創造に関する取り組みを支援するとと
もに、これに協力するものとする。 

（町民の責務） 
第５条 町民は、基本理念にのっとり、その日常生活における資源の循環的な利用、エネルギーの有
効利用、廃棄物の排出の抑制等による環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 町民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する
施策に自主的かつ積極的に協力する責務を有する。 

（事業者の責務） 
第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公
害を防止するとともに、環境への負荷の低減、その他環境の保全に資するために必要な措置を講ず
る責務を有する。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全及
び創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策並びに町民が行う環
境の保全及び創造に関する活動に参画し、協力する責務を有する。 

（基本理念） 
第３条 環境の保全及び創造は、町民、事業者及び滞在者が健康で文化的な生活を営むうえで欠くことができ
ない豊かな環境の恵みを享受するとともに、この環境を将来の世代へ継承していくよう適切に行わなければ
ならない。 

２ 環境の保全及び創造は、町、町民、事業者及び滞在者がその責務に応じた公平な役割分担の下に自主的か
つ積極的に行われることにより、環境への負荷の低減を図りながら、資源循環型社会の構築を目指していか
なければならない。 

３ 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、地域の環境と深くかかわりがあることを認識して、すべての
事業活動及び日常生活において、環境への負荷の低減を図ることにより、積極的に推進されなければならな
い。 

 



 

【趣旨】 

第 6 条は、事業者が、事業を行うに当たって、環境への負荷の低減と環境保全に取り組むことを責
務として明らかにしたものです。 
第 1 項では、公害の防止又は自然環境の保全について、事業者が有する責務について規定したもの

です。 
第 2 項では、事業者が事業活動を行う際には、環境の保全及び創造に努めるとともに、町が実施す

る関係施策や町民が行う保全活動等にも協力すべきであることを示しています。 
 
 
 

 

【趣旨】 

第 7 条は、生活者という見地から、滞在者も町民と同様に環境への負荷を与えるものであり、本町
への観光客が多いことから規定したものです。 
 

 
 
 
 

 

【趣旨】 

第 8 条は、町、町民、事業者など、それぞれの主体が互いの立場を認めながら、地域の取り組むべ
き課題の解決など、共通の目的に向けた協力、連携が環境問題解決の大きな要素であることから、改
めてここに規定したものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【趣旨】 

第 9条は、第 3条の基本理念について、第 4条の町の責務として町が実施する施策を示したもので、
描く基本施策に共通する基本方針を規定しています。 

（１）は、町が町民の健康の保護や快適な生活を推進するため、公害その他の環境保全上の支障と

なる自称の防止などについて努め、町民が安心して暮らせる安全で住みよい生活環境を確保しようと

することを規定したものです。 

（２）は、町が生物の多様性の確保のために必要な環境の状況を把握し、その状況を基に必要な取

組みを進めるということです。 

（滞在者の責務） 

第７条 滞在者は、第５条に定める町民の責務に準じて、環境の保全及び創造に努めるものとする。 

（各主体の協働） 

第８条 町、町民、事業者及び滞在者は、前４条に規定するそれぞれの責務を果たすとともに、協働

して環境の保全及び創造に関する施策及び活動を推進するように努めなければならない。 

 （環境施策の基本方針） 

第９条 町は、環境の保全及び創造に関する施策の策定並びに実施に当たっては、基本理念にのっと

り、次に掲げる事項が確保されるよう各種の施策相互の連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わ

なければならない。 

（１）大気、水、土壌、その他の自然的環境要素を良好な状態に保つことにより、人の健康と文化的

な生活の保護及び生活環境並びに自然環境の適正な保全及び創造を図ること。 

（２）野生生物の種の保存、その他の生態系の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺

等における多様な自然環境が地域の社会的条件に応じて体系的に保全されること。 

（３）人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、身近な緑や水辺などに恵まれた生活環境が

確保されること。 

（４）地域の特性を活かした美しい景観の形成及び歴史的文化的遺産の保全を図ることにより、潤い

とやすらぎのある良好で文化的な生活環境が形成されること。 

（５）資源の循環的な利用やエネルギーの消費抑制と有効利用及び廃棄物の排出の抑制等を推進する

ことにより、環境への負荷の低減が図られること。 



 

（３）は、町が、環境の保全と創造のために、町の川や里山などを活かした潤いと安らぎのある場

を提供することです。 

（４）は、生活に豊かさと潤いを与えてくれる景観の確保や歴史的、文化的遺産の保存や活用など

のために取り組むことです。 

（５）は、循環型社会の構築に向け、町が町民などによる資源の有効な利用、エネルギーの消費の

抑制が促進されるよう、取り組みを行うことです。 

 
 
 
 
 

 

 
【趣旨】 

第 10条は、第 3条の基本理念について、第 4条の町の責務として町が実施する施策を示したもので、
描く基本施策に共通する基本方針を規定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

第 11条は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的且つ計画的に推進するための基本的手続きと
して、町に基本計画の策定を義務付ける規定です。 
2 項は、環境基本計画は、「環境の保全及び創造に関する基本的な計画」として、町における環境の

保全及び創造に関する施策の基本的な方向を示すのみならず、町民、事業者などのあらゆる主体の自
主的、積極的な取組みを効果的に全体として促す役割をもつものです。 
3 項は、町民などが、町の施策の担い手として積極的に参加し行動することが必要となることから、

町が、町民などの意見を施策に反映させるため、そのように務めるべきことを規定したものです。 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

第 12条は、環境基本計画に基づく施策の適切な進行管理と併せて、公表することが協働へとつなが
ることから、環境の状況や計画に基づくしｱｸの実施状況等に関する報告書を作成し、公表すべきこと
を定めたものです。 
 

 

 

 

（環境基本計画） 
第１１条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、蔵王町
環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
（１）環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び施策 
（２）前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 
３ 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、町民、事業者及び滞在者の意見を反
映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、第２６条に規定する蔵王町企画審議会の意
見を聴かなければならない。 

４ 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 
５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 
 

（環境への配慮） 

第１０条 町は、環境に影響を与えると認められる施策を策定し、実施するときは、環境への負荷が

低減されるよう配慮しなければならない。 

（報告書の作成） 

第１２条 町長は、環境基本計画に基づいて実施した施策に関する報告書を作成し、これを公表しな

ければならない。 



 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

第 13条は、大規模な開発事業（行為）の実施により生じる、環境の悪化を未然に防止するため、国・
県が行う環境影響評価などや町の開発行為などにおいて、必要があれば環境調査などを事業所自らが
行うことなどを国や県と協力して周知・指導することを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

第 14条は、条例の基本的理念にのっとり、環境に関係する国の法律や宮城県条例、町条例による規
制の範囲において、規制などの措置を実効性のあるものとして、適切な措置を講じるよう規定したも
のです。 
 

 

 

 

 

【趣旨】 
第 15条は、森林の整備、公園、緑地の整備や活用、その他の潤いと安らぎのある快適で良好な環境

の保全に資する事業を推進するため、必要な取り組みを行うことを規定しています。 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

第 16条は、水源地域となる河川の上流地域を抱える町として、その良好な環境を保全するため、国、
県、その他の地方公共団体などとの連携と町民などの協力を得て、必要な取り組みを行うことを規定
しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

第 17条は、町は、大気・森林・水質改善などの環境保全のための公共施設や、公共下水道、廃棄物
処理施設など、汚染物を広域的に直接処理する施設で、行政として環境の保全及び創造に資する整備
を推進すべきことを定めたものです。 

 

 

 

（規制の措置） 
第１４条 町は、公害の原因となる行為や自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為に
関し、必要な規制の措置を講じなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、町は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ず
るよう努めるものとする。 

 

（環境影響評価の推進） 

第１３条 町は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、その事業の実施

に当たりあらかじめ環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づ

き、その事業に係る環境の保全及び創造について、適正に配慮することを効果的に推進するため、

国、県と一体となって必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

（森林及び緑地の保全） 

第１５条 町は、人と自然が共生する緑豊かな地域の形成を図るため、森林及び緑地の保全、緑化の

推進、その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（水環境の保全） 

第１６条 町は、水源地域としての良好な水環境を保全するため、国、県及び他の地方公共団体、そ

の他の関係機関等と連携し、かつ、町民、事業者及び滞在者の参加又は協力を得て、必要な措置を

講ずるものとする。 

 

 

（公共的施設の整備等） 

第１７条 町は、環境保全に関する公共的な施設の整備並びに下水道、廃棄物などの処理施設の整備

と施策を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 町は、公園、緑地等の公共的施設の適正な整備を図るとともに、これらの施設の健全な利用を促

進するため、必要な措置を講ずるものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

第 18条は、環境に負荷を与えないこととして、３Ｒ（スリーアール）「リデュース」（ごみを出さな
い、減らす）、「リユース」（再使用する）、「リサイクル」（再生して利用）、があり、これらの活動を町・
町民などが個々の立場で取り組みを行うよう規定したもので、町は率先してこれらの取り組みを行う
よう規定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 
第 19条は、良好な環境の保全と創造のためには、環境への負荷を低減する観点から経済活動や日常

の生活様式を見直す必要があります。そのためには、町民（町民や事業者等）などが家庭や職場、学
校など様々な場面での環境教育や学習が求められることから規定したものです。 
 

 

 

 

 

 

【趣旨】 
第 20条は、環境の保全及び創造に関する民間団体等の自発的な活動に対して、側面的に支援するた

めの町の役割について規定したものです。 
 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

第 21条は、第 19条の「環境教育の振興」や、第 20条の「良好な環境の保全及び創造に関する活動
の促進」のためには、環境に関する情報の提供が不可欠となるため規定したものです。 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

第 22条は、環境の保全及び創造に関する施策の実施に当たっては、的確な環境の状況把握が前提と
なることから、必要となる監視などの体制整備に努めることを規定したものです。 

 

 

 

（環境教育の振興等） 
第１９条 町は、関係機関及び関係団体と協力して、環境の保全及び創造に関し、教育及び学習の振
興並びに広報活動の充実を図ることにより、町民、事業者及び滞在者がその理解を深めるとともに、
これらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう、必要な措置を講ずる
ものとする。 

（環境の保全及び創造に関する活動の促進） 
第２０条 町は、町民、事業者及び滞在者又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」
という。）が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるも
のとする。 

（廃棄物の減量の促進） 

第１８条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町民、事業者及び滞在者による廃棄物の減量、資

源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 町は、環境への負荷の低減を図るため、町の施設の建設及び維持管理、その他の事業の実施に当

たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努めなければならない。 

（情報の提供） 

第２１条 町は、第１９条に規定する環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の

民間団体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の状況その

他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。 

（環境の監視体制等の整備） 

第２２条 町は、環境の状況を把握するとともに、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施す

るため、必要な監視、測定、調査等の体制の整備に努めるものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 
第 23条は、地球温暖化の防止やオゾン層の保護など、地球環境の保全は人類共通の課題であり、ま

た町民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題でもあることから、それらの施策
の推進について規定したものです。 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 
第 24条は、環境の保全などに関する広域的な取り組みについては、国や県、他の地方公共団体と協

力・連携した取り組みを進めることを規定しています。 

 

 
 
 
 

【趣旨】 

第 25条は、環境への負荷の低減を図るための活動や、環境保全の活動を推進するために必要な場合
には、予算の確保に努めることを規定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【趣旨】 

第 26 条は、環境基本法第 44 条の規定に基づき、市町村の区域における環境の保全に関して、基本
的事項を調査審議するために設置する組織について、本町ではその役割を蔵王町企画審議会とする旨
を規定したものです。 

 

 

 

 

 

  附 則 

この条例は、平成２４年１０月 １日から施行する。 
 
【趣旨】 

第 27条は、町長への委任を、附則はこの条例の施行の日を規定したものです。 
 

 問い合わせ先／環境政策課 
       ☎３３―３００７ 

 

（環境の保全に関する審議会） 
第２６条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条に定める環境の保全に関する審議会は、蔵
王町企画審議会条例（昭和４７年蔵王町条例第３０号）第１条に定める審議会とする。 

２ 審議会は、次に掲げる事項を審議する。 
（１） 環境基本計画に関する事項 
（２） 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関して必要な事項 

（地球環境保全の推進） 

第２３条 町は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護、その他の地球環境の保全に資する施策を推進

するものとする。 

２ 町は、国、県及び他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関等と連携し、地球環境の保全

に資する情報の提供、環境の状況の監視及び測定等を実施することにより、地球環境の保全に資す

る国際協力を推進するよう努めるものとする。 

（国、県及び他の地方公共団体との協力） 

第２４条 町は、環境の保全及び創造に関し、広域的な取り組みが必要とされる施策について、国、

県及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第２５条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

（委任） 

第２７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長別に定める。 


